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−平成26年（行ケ）第10155号、平成28年10月19日判決言渡−

　本件発明は進歩性を有しており、また本件明細書発明の詳細な説明の記載はサポート要件を充足して
いるとして、本件特許無効の審判の請求は不成立とした審決が、サポート要件の充足性を認めた一部（食
塩濃度が、９ｗ／ｗ％未満で、少なくとも7.0ｗ／ｗ％以上）について、サポート要件の充足性を確認でき
ないとして、審決が取り消された事例。

第１　事案の骨組
１　特許庁における手続の経緯
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被告は、平成16年４月19日に出願し、平成21年７月10日に特許権が設定登録された（本件特許。特
許第4340581号。減塩醤油類）。

原告は、平成25年６月27日、本件特許の無効審判請求をし（無効2013－800113号）、特許庁は、平成
26年５月19日、審判不成立の審決をし、同審決謄本は、同月29日に原告に送達された。

２　本件発明の要旨
本件特許の発明の要旨は、以下の記載の通りである。

【請求項１】
食塩濃度７〜９ｗ／ｗ％、カリウム濃度１〜3.7ｗ／ｗ％、窒素濃度1.9〜2.2ｗ／ｖ％であり、かつ窒

素／カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油。
３　審決の理由の要旨
（１）進歩性の欠如について

ア　本件発明と甲１発明（特公昭62－39978号公報）を対比すると、両者は食塩濃度ｗ／ｗ％、所定
のカリウム濃度ｗ／ｗ％、所定の窒素濃度ｗ／ｖ％、所定の窒素／カリウムを有している点で一
致するが、本件発明１の「食塩濃度７〜９ｗ／％」、「カリウム濃度１〜3.7ｗ／ｗ％」、「窒素濃度
1.9〜2.2ｗ／ｖ％」すること、「窒素／カリウムの重量比を0.44〜1.62」とすることは、それぞれの範
囲が相互に関連しており、併せて臨界的意義を有している。

イ　甲１発明において減塩醤油を作成するために、塩化カリウムと塩化ナトリウムの濃度を変化さ
せるとして、窒素濃度を変化させて、本件発明１の「窒素濃度1.9〜2.2ｗ／ｖ％であり、かつ窒素／
カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油」とすることは困難である。

ウ　甲２発明（特開昭59－55165号公報）は、「塩化カリウムを含有する醤油に核酸系調味料及び／
又はアミノ酸系調味料を添加し、塩化カリウムの苦味を消失させることを特徴とする醤油の製造
法。」であり、甲１発明では、既に苦味が取り除かれているから、さらに苦味を低減させようとす
る動機付けがない。甲１発明に甲２発明を適用して「核酸系調味料及び／又はアミノ酸系調味料」
を所定量添加できたとしても、添加した「核酸系調味料及び／又はアミノ酸系調味料」を窒素濃度
に変換して、甲１発明の醤油に含まれる窒素濃度に加えるべく構成しないと本件発明１にならな
い。窒素濃度に注目する動機付けがなく、本件発明１の構成にすることは困難である。

エ　甲３発明（特公昭62－62143号公報）は、イオン交換膜により醤油を脱塩する低食塩醤油であり、
甲１発明において醤油をイオン交換膜による脱塩を行う動機付けがなく、甲１発明に甲３発明を
適用したとしても、窒素濃度とカリウムによる苦味の関係、窒素濃度による塩味増強作用、及び
窒素／カリウムの重量比については、甲３発明や他の証拠方法に何ら記載がなく、本件発明１の
構成に想到することは困難である。

オ　原告が提出する他の証拠方法にも、カリウムによる苦味と窒素濃度の関係及び窒素濃度による
塩味増強作用、及び、窒素／カリウムの重量比について、記載されていない。

カ　以上より、本件発明１は、甲１〜３の発明及び原告が提出する他の証拠方法の記載に基づいて
当業者が容易に想到できるものではないから、特許法29条２項により特許を受けることができな
いとすることはできない。

（２）サポート要件違反について
本件明細書の記載にはサポート要件違反はない。理由は以下の通りである。

ア　本件明細書には、食塩濃度が9.0ｗ／ｗ％で、カリウム濃度が窒素重量比との関係で下限値（1.1
ｗ／ｗ％）にある本件発明１に係る減塩醤油の塩味の指標が、本件明細書において本件発明１の課
題が解決できるとされている指標の下限である３と記載されており（実施例３）、また、食塩濃度
が8.48ｗ／ｗ％でカリウム濃度が1.06ｗ／ｗ％の場合は、各種添加剤を配合した本件発明１に係る


